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暮らし

Life Information

情報の

就
労
・
試
験

日程 医療機関 診療科目 電話番号

３日（祝・日） 中村産婦人科
（小川町）

産婦人科・内科・小
児科 0493-72-0373

４日（振・月）上野医院（滑川町） 内科・外科・
小児科・循環器科 0493-56-2508

23 日（祝・土） 上野診療所
（川島町） 内科・循環器科 297-6633

11 月の休日当番医 ※診療時間　午前 9時～午後 5時

電話番号 受付時間
休日や夜間の急病相談

救急電話相談 ＃ 7119 または
※ 048-824-4199 毎日 24 時間

※電話相談は医療行為ではなく、電話でのアドバイスにより相
談者の判断の参考としていただくものです。

平日夜間時のお子さんの急病・けがなど

比企地区
こども夜間
救急センター

0493-22-2822

【受付】月～金の午後７
時 30 分 ～ 10 時　【 診
察】月～金の午後８時
～ 10 時

場所：東松山医師会病院内（東松山市神明町 1－15－10）

ごみ・資源収集カレンダー
日 月 火 水 木 金 土

11/11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

12/1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

…可燃物 …不燃物・有害ごみ …紙・布類 …ペット
…びん・かん類 …その他容器包装プラスチック類

可 不燃 紙布 資ペ
資び 資プボトル

A…亀井・今宿地区
B…ニュータウン地区
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不燃

募　

集

埼
玉
県
地
球
温
暖
化

防
止
活
動
推
進
員
募
集

　

県
で
は
、地
域
に
お
け
る
地
球
温

暖
化
防
止
普
及
活
動
の
担
い
手
と
し

て
活
動
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
募
集

し
ま
す
。

▼
任
期　

令
和
２
年
４
月
か
ら
２
年

間▼
申
込
方
法　

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w

w
.pref.saitam

a.
lg.jp/a0502/suishinin.htm

l

）

に
あ
る
募
集
要
領
で
応
募
要
件
等
を

ご
確
認
の
上
、12
月
２
日（
月
）ま
で

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

県
温
暖
化
対
策
課

☎
０
４
８

－

８
３
０

－

３
０
３
３

Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
出
会
い

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

（
恋
た
ま
）会
員
募
集

　

Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ

出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
は
、結
婚
を
希

望
さ
れ
る
独
身
男
女

の
方
に
、出
会
い
か
ら

交
際
、結
婚
ま
で
を
相
談
員
と
結
婚

▼
日
時　

12
月
８
日（
日
） 
午
前
10

時
～
正
午

▼
場
所　

西
入
間
広
域
消
防
組
合 

消
防
署（
毛
呂
山
町
）　

▼
費
用　
２
０
０
円（
テ
キ
ス
ト
代
含
む
）　

西
入
間
広
域
消
防
組
合

普
通
救
命
講
習
会

（
e
‐ラ
ー
ニ
ン
グ
）

自
衛
官
等
採
用
試
験

▼
募
集
種
目　

陸
上
自
衛
隊
高
等
工

科
学
校
生
徒（
①
推
薦
・
②
一
般
）

③
自
衛
官
候
補
生　

▼
応
募
資
格　

①
中
卒
の
男
子（
見

込
含
）で
、17
歳
未
満
の
成
績
優
秀
か

つ
生
徒
会
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を

修
め
、学
校
長
が
推
薦
で
き
る
も
の

②
中
卒
の
男
子（
見
込
含
）で
17
歳
未

満　

③
18
歳
以
上
33
歳
未
満

※
詳
細
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間　

①
11
月
１
日（
金
）

～
29
日（
金
）　

②
11
月
１
日（
金
）

～
令
和
２
年
１
月
６
日（
月
）　

③
年

間
で
随
時
受
付

▼
試
験
日　

①
令
和
２
年
１
月
５
日

（
日
）・
６
日（
月
）の
ど
ち
ら
か
１
日

指
定　

②【
一
次
】１
月
18
日（
土
）

【
２
次
】１
月
31
日（
金
）
～
２
月
3

日（
月
）　

③
受
付
時
に
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

※
毎
月
１
回
説
明
会
を
開
催

▼
問
合
せ　

自
衛
隊
入
間
地
域
事
務

所
☎
０
４

－

２
９
２
３

－

４
６
９
１

農業にチャレンジしてみませんか？

鳩山町新規就農相談会
　農 業 に 興 味 が あ
る！ 農 業 を 始 め た
い！農家になるため
の方法を知りたいな
ど、初歩的な内容か

ら、栽培品目や販路などの具体的な内容ま
で、幅広くご相談ください。
日時　11 月 30 日（土）午前９時 30 分〜
正午
場所　役場 301 会議室
費用　無料
申込・問合せ　11 月 25 日（月）までに役
場産業環境課 農業・商工業政策担当（☎
296-5895）へ

支
援
シ
ス
テ
ム（
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス

テ
ム
）に
よ
り
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

鳩
山
町
は
、平
成
31
年
4
月
か
ら

同
セ
ン
タ
ー
の
運
営
協
議
会
の
会
員

と
な
り
ま
し
た
。町
内
に
お
住
ま
い

の
方
は
、会
員
価
格
で
登
録
で
き
ま

す
の
で
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
利
用
登
録
料　

町
内
在
住
者
は
１

万
１
０
０
０
円（
登
録
期
間
は
2
年
間
）

※
お
住
ま
い
の
市
町
村
や
お
勤
め
先

の
企
業
が
会
員
で
な
い
場
合
は
、１

　

町
内
の
方
を
対
象
に
、身
近
な
法

律
問
題
か
ら
複
雑
な
法
律
問
題（
契

約
ト
ラ
ブ
ル
、借
地
・
借
家
権
、債
権

回
収
、借
金
問
題
な
ど
）ま
で
、弁
護

士
が
直
接
ご
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。（
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
）

弁
護
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談

　

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
へ
の
対

応
、年
５
日
の
年
次
有
給
休
暇
の
取

働
き
方
改
革
に
関
す
る

無
料
出
張
相
談
会

▼
定
員　

20
人（
先
着
順
）

▼
内
容　

今
回
の
普
通
救
命
講
習
会

は
e
‐
ラ
ー
ニ
ン
グ
受
講
者
が
対
象

と
な
り
ま
す
の
で
、事
前
に
西
入
間

広
域
消
防
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
e
‐
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
受
講
し
、当

日
受
講
証
明
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。　

◇
講
習
終
了
後
、修
了
証
を

交
付
し
ま
す
。

▼
申
込　
11
月
１
日（
金
）～
30
日（
土
）

ま
で
に
、消
防
署
ま
た
は
各
分
署
へ
。

▼
問
合
せ　

西
入
間
広
域
消
防
組
合

消
防
署
☎
２
９
５

－

０
１
１
９

鳩
山
分
署
☎
２
９
６

－

０
１
１
９

越
生
分
署
☎
２
９
２

－

４
１
１
９

e
‐
ラ
ー
ニ
ン
グ

受
講
先

Ｑ
R
コ
ー
ド

万
６
０
０
０
円

▼
設
置
場
所　

さ
い
た
ま
市（
浦
和

区
）、本
庄
市
、坂
戸
市
の
３
か
所

▼
サ
ー
ビ
ス
内
容　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
で
の
希
望
条
件
検
索
・
見
合
い
申

込
、Ａ
Ｉ
に
よ
る
相
性
の
良
い
相
手

の
紹
介
、相
談
員
に
よ
る
個
別
相
談
、

婚
活
イ
ベ
ン
ト
・
セ
ミ
ナ
ー
の
情
報

配
信
な
ど

▼
問
合
せ　

Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
出
会

い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎
０
４
８

－

7
8
9

－

7
7
2
1

▼
日
時　

11
月
11
日（
月
） 

午
後
１

時
～
４
時

▼
場
所　

町
商
工
会 

１
階
会
議
室

▼
申
込
・
問
合
せ　

町
商
工
会（
☎

２
９
６

－

０
５
９
１
）へ
電
話
予
約
。

　今年度の個別健（検）診（特定健診・いきいき長寿健診、大
腸がん検診、前立腺がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、肝
炎ウイルス検診）の実施期間が、12 月 25 日（水）で終了します。
　まだ受診されていない方は、町保健センター窓口、また
は電話でお申込みください。
■問合せ　町保健センター☎ 296-2530

町の個別健（検）診
実施期間がまもなく終了します

得
義
務
化
へ
の
対
応
、非
正
規
労
働

者
の
処
遇
改
善
な
ど
労
務
管
理
や
働

き
方
の
見
直
し
に
関
す
る
様
々
な
相

談
に
応
じ
ま
す
。

▼
日
時　

11
月
８
日（
金
）、15
日

（
金
）、22
日（
金
）、26
日（
火
）　

午
後

1
時
30
分
～
４
時
30
分

※
相
談
会
は
、週
１
日
行
っ
て
い
ま

す
。詳
し
く
は
、左
記
へ
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

▼
場
所
・
問
合
せ　

町
商
工
会

☎
２
９
６

－

０
５
９
１
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Life Information

11 月中旬～ 12 月上旬

暮らしの『相談室』

■県の法律相談【要予約】
日時：11 月 12 日（火）、12 月 10 日（火）( 祝日を
除く毎月第 2 火曜日 ) 午後１時〜４時　場所：ウェ
スタ川越４階（県川越比企地域振興センター相談室）　
問合せ：県民相談総合センター☎ 048-830-7830

■女性相談【要予約】
日時：11 月 12 日（火）、12 月 10 日（火）　午後１
時〜４時　場所：役場３階 304 会議室　問合せ：
総務課☎ 296-1214

■行政相談 ･人権相談【要予約】
日時：11 月 19 日（火）　午後１時〜３時　場所：
中 央 公 民 館 石 坂 分 館　問合せ： 総 務 課 ☎ 296-
1214

■障がい者・障がい児の無料出張相談会
日時：11 月 20 日（水） 午前 10 時〜正午　場所：
ニュータウンふくしプラザ　問合せ：入間西障害者
基幹相談支援センター☎ 277-4275、FAX277-4276

■生活困窮者自立相談（生活保護受給者は除く）
日時：月〜金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前８
時 30 分〜午後５時　場所・問合せ：アスポート相
談支援センター埼玉西部・毛呂山出張所（ウィズも
ろやま内）☎ 080-2274-1445、FAX295-7258

■生涯学習相談
日時：毎週木曜日 午後１時〜４時　場所・問合せ：
教育委員会事務局☎ 296-1263

■消費生活相談
日時：毎週木曜日 午前 10 時〜正午、午後１時〜３
時　場所・問合せ：産業環境課☎ 296-5895

■その他相談
日時：平日（月〜金曜日）　午前８時 30 分〜午後５
時　場所･問合せ：総務課☎ 296-1214

■町民法律相談【要予約】
日時：11 月 15 日（金）　午前 10 時〜正午　場所：
役場３階 301 会議室　問合せ：総務課☎ 296-1214

■税のことなんでも相談【要予約】
対象：町内在住・在勤者　日時：11 月 12 日（火）  
午前 10 時〜正午　場所：役場３階 301 会議室　申
込・問合せ：税務会計課☎ 296-5892（閉庁日を除く）

　

厚
生
労
働
省

で
は
、11
月
30
日

を「
年
金
の
日
」

と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」を

11
月
30
日
は「
年
金
の
日
」

日時　１月 12 日（日） 開式：午後１時 30 分から
　　　（受付は午後１時から）
場所　町文化会館
対象　平成 11 年４月２日から平成 12 年４月１日ま
でに生まれた方　※現在、他市町村に住民登録している
方で、以前に鳩山町に住んでいた方も出席できます。

問合せ　町中央公民館☎ 296-2774

令和２年成人式の日程のお知らせ

を進めていきましょう。
　あなたが暴力の被害を受け、また、身近な人が被害
を受けて悩んでいたら、一人で悩まず、早めに下記の
相談機関にご相談ください。早めの相談が問題解決へ
の第一歩です。相談は無料で、秘密は厳守されます。

　配偶者などからの暴力、セクシュアル・ハラスメ
ント、ストーカー行為などの「女性に対する暴力」は、
女性の人権を著しく侵害するものであり、男女平等
の妨げとなっています。この期間をきっかけに、女性
に対する暴力について考え、暴力のない社会づくり

11月12日～25日は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

相談機関 電話番号 受付時間

西入間警察署（生活安全課　警察安全相談係） ☎ 049-284-0110
月～金 午前８時 30 分～午後５時 15 分（夜
間・土日・祝日は当直対応）

埼玉県配偶者暴力相談支援センター ( 埼玉
県婦人相談センター ＤＶ相談担当 )

☎ 048-863-6060
月～土 午前９時 30 分～午後 8 時 30 分、
日・祝日 午前９時 30 分～午後５時（年末
年始を除く）

埼玉県配偶者暴力相談支援センター ( 埼玉
県男女共同参画推進センター　With You さいたま )

☎ 048-600-3800
月～土 午前 10 時～午後８時 30 分（祝日、
第３木曜、年末年始、臨時休館日除く）

埼玉県西部福祉事務所（地域福祉担当） ☎ 049-283-6800
月～金 午前９時～午後４時（祝日、年末年
始除く）

鳩山町役場（総務課 職員・人権政策担当） ☎ 049-296-1214
月～金 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（祝
日、年末年始を除く）

相　

談

　

障
が
い
者
の
方
々
を
対
象
に
法
律

相
談
を
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
受
け
付
け

ま
す
。（
事
前
申
込
不
要
）

▼
日
時　

12
月
９
日
（
月
） 

午
前
10

障
が
い
者
無
料
法
律

相
談
１
１
０
番

西
部
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

司
法
書
士
法
律
無
料

相
談
会

▼
日
時　

11
月
７
日（
木
）・
14
日

（
木
）・
21
日（
木
）・
28
日（
木
）・
12

月
５
日（
木
）・
12
日（
木
）・
19
日

（
木
）　

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

▼
場
所　

ウ
ェ
ス
タ
川
越

▼
内
容　

相
続
、遺
言
、登
記
、債
務

整
理
、成
年
後
見
、不
動
産
名
義
変
更

な
ど
の
面
談
相
談（
１
組 

１
時
間
）

▼
予
約
方
法　

総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
４
８

－

８
３
８

－

７
４
７
２
）

へ
電
話
予
約（
受
付
時
間
は
、祝
日
を

除
く
平
日
午
前
10
時
か
ら
午
後
4
時

ま
で
）

▼
問
合
せ　

埼
玉
司
法
書
士
会

☎
０
４
８

－

８
６
３

－

７
８
６
１

西
部
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

出
張
法
律
無
料
相
談
会

▼
日
時　

11
月
20
日（
水
）午
後
１
時

30
分
～
４
時
30
分

▼
場
所　

町
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▼
内
容　

相
続
、遺
言
、登
記
、債
務

整
理
、成
年
後
見
、不
動
産
名
義
変
更

な
ど
の
面
談
相
談（
１
組 

１
時
間
）

▼
予
約
方
法　

総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
４
８

－

８
３
８

－

７
４
７
２
）

へ
電
話
予
約

▼
問
合
せ　

埼
玉
司
法
書
士
会

☎
０
４
８

－

８
６
３

－

７
８
６
１

時
～
午
後
４
時

▼
相
談
用
番
号　

電
話
０
４
８

－

８
３
７

－

１
０
２
２
ま
た
は
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
０
４
８

－

８
３
７

－

１
０
０
５

※
相
談
番
号
は
、
相
談
実
施
日
（
12
月

９
日
）
の
み
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

▼
問
合
せ　

埼
玉
弁
護
士
会
法
律
相

談
セ
ン
タ
ー

☎
０
４
８

－

７
１
０

－

５
６
６
６

　

消
費
者
金
融
な
ど
か
ら
の
借
入
れ

に
よ
り
多
重
債
務
で
お
困
り
の
方
の

多
重
債
務
者
相
談
強
化

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
２
０
１
９

年　

金

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、給
付
金
の

対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
方
に
対

し
、請
求
書
の
送
付
を
９
月
初
旬
よ

り
行
っ
て
い
ま
す
。請
求
書
が
届
い

た
方
は
、提
出
日
・
氏
名
・
電
話
番

号
を
記
入
し
、切
手
を
貼
付
し
て
ポ

ス
ト
に
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、12
月
末
日
ま
で
に
請
求
書

を
提
出
さ
れ
た
方
は
、10
月
分
の
給

付
金
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
が
、12
月

末
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
方

は
、10
月
～
令
和
２
年
１
月
ま
で
の

給
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
専
用
ダ

イ
ヤ
ル（
☎
０
５
７
０

－

０
５

－

４
０
９
２
）ま
で
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　　
　

詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
「
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
」に
関

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

請
求
書
の
送
付
に
つ
い
て

た
め
、弁
護
士
、司
法
書
士
に
よ
る
無

料
の
面
接
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時　

11
月
19
日（
火
） 

午
前
10

時
～
午
後
４
時

▼
場
所　

県
消
費
生
活
支
援
セ
ン

タ
ー
川
越
分
室（
ウ
ェ
ス
タ
川
越
内
）

▼
定
員　

６
コ
マ（
ひ
と
り
60
分
）

▼
予
約
方
法　

11
月
１
日（
金
）
～

18
日（
月
）（
午
前
10
時
～
午
後
４

時
。土
日
・
祝
日
は
除
く
）の
期
間

に
、予
約
専
用
電
話（
０
４
８

－

８
３

９

－
３
２
２
２
）へ
申
込
。※
予
約
期

間
時
の
み
通
じ
ま
す
。

▼
主
催　

埼
玉
県
多
重
債
務
対
策
協

議
会

▼
問
合
せ　

県
消
費
生
活
課

☎
０
４
８

－

８
３
０

－

２
９
３
５

す
る
詐
欺
が
発
生
し
て
い
ま
す
。日

本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
か
ら
電

話
で
、「
口
座
番
号
を
聞
く
こ
と
」や
、

「
手
数
料
な
ど
の
金
銭
を
求
め
る
こ

と
」は
、あ
り
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意

く
だ
さ
い
。

利
用
し
て
、未
来
の
生
活
設
計
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」で
は
、い
つ

で
も
ご
自
身
の
年
金
記
録
を
確
認
で

き
る
ほ
か
、将
来
の
年
金
見
込
額
に

つ
い
て
試
算
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。詳
細
は
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。役
場

町
民
健
康
課
・
東
出
張
所
で
も
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ　

川
越
年
金
事
務
所
☎
２

４
２

－

２
６
５
７
ま
た
は
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
等
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７

０

－

０
５
８

－

５
５
５

秋の全国交通安全運動に伴い

「交通安全街頭指導」を実施

　9 月 20 日、石坂交差点で、秋の全国交通安
全運動に伴う街頭指導が行われ、関係者の皆
さんが、ドライバーらに啓発品を配りながら、
安全運転を呼びかけました。
　町では、10 月 1 日現在、交通死亡事故ゼ
ロの日が 3,893 日続いています。
　今後も、交通ルールを守り、思いやりのある

「安全運転」を心がけましょう。

安
全
な
運
転
を
心
が
け
る

よ
う
呼
び
か
け
ま
し
た
。

11 10
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お
店
で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
マ
ー

ク
で
す
。

　

こ
の
Ｓ
マ
ー
ク

を
店
頭
に
表
示
し
て
い
る
お
店
は
、安

心
、安
全
、衛
生
が
保
証
さ
れ
、信
頼
で

き
る
お
店
選
び
の
大
き
な
目
安
と
な

り
ま
す
。

▼
Ｓ
マ
ー
ク
登
録
店　

理
容
店
、
美

容
店
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
、
め
ん
類
飲

食
店
、
一
般
飲
食
店

▼
問
合
せ　
公
益
財
団
法
人 

埼
玉
県

生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

☎
０
４
８

－

８
６
３

－

１
８
７
３

Life Information

■総合福祉センター内常設型サロン
対象：どなたでも利用可　開設日時：土・日・祝日
を除く毎日（年末年始を除く）午前 10 時〜午後５時　 
場所：総合福祉センター１階（大豆戸 183-5）　問
合せ：町社会福祉協議会 総合相談支援窓口☎ 298-
5772

■ニュータウンふくしプラザ
対象：どなたでも利用可　開設日時：祝日を除く毎
日（年末年始を除く）  午前 10 時〜午後５時　場所：
鳩山町コミュニティ・マルシェ内（松ヶ丘１-2-4  タ
ウンセンター１階）　問合せ：ニュータウンふくしプ
ラザ☎ 290-5469

■はーとんカフェ今宿
対象：町内在住の概ね 65 歳以上の方とその家族　
開設日時：毎週火・金曜日（祝日・年末年始を除く） 
午前 10 時〜午後４時　場所：今宿 532-7（プラザ
M 内）　問合せ：はーとんカフェ今宿☎ 296-6776

■ふれあいいきいきサロン
対象：町内在住の概ね 65 歳以上の方　開設日時・
場所：原則第１月曜日 午前 10 時〜正午・今宿コミュ
ニティセンター １階集会室ホール、原則第３月曜
日 午前 10 時〜正午・ふれあいセンター３階 301・
302 会議室　内容：健康体操、レクリエーション（ゲー
ムなど）　問合せ：町社会福祉協議会☎ 296-5296

■鳩ヶ丘のびのびプラザ
対象：町内在住の高齢者　開設日時：祝日を除く毎
日（年末年始・臨時休館日を除く）  午前９時〜午後４
時　場所：鳩山小学校内　問合せ：鳩ヶ丘のびのび
プラザ☎ 296-1571

■精神保健福祉コミュニティサロン
対象：町内在住の心の健康に悩みのある方とその家族、
支援者など　日時：11 月 14 日（木）・28 日 (木）　午
後１時 30 分〜午後４時　場所：町ふれあいセンター
304 会議室　問合せ：役場長寿福祉課☎ 296-1241

■介護者交流サロン
対象：在宅介護をしている家族など　開設日時：毎
月第２・４火曜日 午前 10 時〜正午　場所：鳩山松
寿園東館 地域交流スペース（松ヶ丘4-1-3）　問合せ：
町地域包括支援センター☎ 296-7700

町内の『サロン』

　

労
働
保
険
は
労
災
保
険
と
雇
用
保

険
の
総
称
で
、政
府
が
管
理
運
営
し

て
い
る
強
制
加
入
の
労
災
・
雇
用
保

険
制
度
で
す
。労
働
者
の
業
務
上
の

負
傷
や
失
業
時
な
ど
に
、必
要
な
保

険
給
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

労
働
保
険
は
、原
則
と
し
て
、労
働

者
を
一
人
で
も
雇
用
し
て
い
れ
ば
加

入
手
続
き
を
行
い
、労
働
保
険
料
を

納
め
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。ま
だ

加
入
さ
れ
て
い
な
い
事
業
主
の
方

は
、加
入
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、手
続
指
導
及
び
加
入
勧
奨

活
動
に
よ
っ
て
も
、加
入
手
続
を
行

わ
な
い
事
業
主
に
対
し
て
は
強
制
的

な
加
入
を
含
め
た
対
策
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

▼
問
合
せ　

埼
玉
労
働
局

☎
０
４
８

－

６
０
０

－

６
２
０
３

11
月
は「
労
働
保
険
適
用

促
進
強
化
期
間
」で
す

荒
川
緑
肥
を
無
償
で

配
布
し
ま
す

　

河
川
の
堤
防
の
刈
草
か
ら
作
っ
た

堆
肥
を
配
布
し
ま
す
。（
販
売
等
の

目
的
の
方
に
は
配
布
し
ま
せ
ん
。）

▼
応
募
期
間　

12
月
13
日（
金
）ま
で

（
当
日
消
印
有
効
）

▼
応
募
方
法　

往
復
は
が
き
に
よ
り

応
募（
応
募
多
数
の
場
合
は
数
量
調
整
）
　

Ｓ
マ
ー
ク
と
は
、厚
生
労
働
大
臣
認

可
の
約
款
に
従
っ
て
営
業
登
録
し
た

「
Ｓ
マ
ー
ク
」を

ご
存
知
で
す
か

　

埼
玉
県
は
、11
月
を「
い
じ
め
撲
滅

強
調
月
間
」と
定
め
、い
じ
め
問
題
の

根
絶
に
集
中
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。い
じ
め
を
受
け
て
い
た
り
、い
じ

め
に
気
が
付
い
た
ら
、一
人
で
悩
ま

ず
相
談
・
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
窓
口　

よ
い
子
の
電
話
教
育

相
談（
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
）

【
18
歳
以
下
の
子
ど
も
用
】☎
＃
７
３

０
０
、ま
た
は
０
１
２
０

－

８
６

－

３
１
９
２　
【
保
護
者
用
】０
４
８

－

５
５
６

－

０
８
７
４　
【
Ｅ
メ
ー
ル
】

soudan@
spec.ed.jp　

【
Ｆ
Ａ

Ｘ
】０
１
２
０

－

８
１

－

３
１
９
２

▼
問
合
せ　

県
青
少
年
課

☎
０
４
８

－

８
３
０

－

２
９
０
７

11
月
は「
い
じ
め
撲
滅

強
調
月
間
」で
す

　

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
や

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
、女
性
を
め

ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
、法

務
局
職
員
と
人
権
擁
護
委
員
が
秘
密

厳
守
で
対
応
し
ま
す
。多
く
の
女
性

か
ら
相
談
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、通

常
の
受
付
時
間
を
延
長
し
ま
す
。

▼
日
時　

11
月
18
日（
月
）
～
24
日

（
日
） 

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時　

※
23
日（
祝
・
土
）・
24
日（
日
）は
午

前
10
時
～
午
後
５
時

▼
相
談
電
話
番
号　

０
５
７
０

－

０

７
０

－

８
１
０

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」強
化
週
間

お
知
ら
せ

　

平
成
31
年
１
月
か
ら
令
和
元
年
12

月
ま
で
に
納
め
ら
れ
た
保
険
料
は
、

全
額
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
期
間
中
に
納
め
ら
れ
た
保

険
料
で
あ
れ
ば
、
過
去
の
年
度
分
の

保
険
料
も
含
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
配

偶
者
や
ご
家
族
の
負
担
す
べ
き
国
民

年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場

合
、
そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ
て
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
年
末

調
整
や
確
定
申
告
を
行
う
と
き
に
、
保

険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
の
添
付
が
必
要
で
す
。
平
成
31
年
１

月
１
日
か
ら
令
和
元
年
９
月
30
日
ま
で

の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
方
に
は
、
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機

構
か
ら
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
送
付
さ
れ
ま

す
（
令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
の
期
間
に
今
年
初
め
て
保
険
料
を
収

め
た
方
へ
は
翌
年
２
月
上
旬
に
送
付
予

定
）。
申
告
書
の
提
出
の
際
に
は
必
ず

こ
の
証
明
書
ま
た
は
領
収
証
書
を
添
付

し
て
く
だ
さ
い
。

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は

保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

▼
問
合
せ　

川
越
年
金
事
務
所

☎
２
４
２

－

２
６
５
７

　

11
月
11
日(

月
）
～
17
日（
日
）は

「
税
を
考
え
る
週
間
」で
す
。

　

今
年
は
、「
く
ら
し
を
支
え
る
税
」

税
を
考
え
る
週
間

を
テ
ー
マ
に
、国
民
各
層
の
納
税
意

識
の
向
上
を
図
り
ま
す
。詳
し
く
は

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w

w
.nta.go.jp

）を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▼
問
合
せ　

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局 

人
権
擁
護
課
☎
０
４
８

－

８
５
９

－

３
５
０
７

※
詳
細
は
荒
川
上
流
河
川
事
務
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
役
場
産
業
環
境
課

窓
口
等
に
あ
る
応
募
要
領
を
参
照

▼
配
布
期
間（
予
定
）　

令
和
２
年

１
月
27
日（
月
）
～
２
月
8
日（
土
）

（
２
月
2
日
を
除
く
）

▼
問
合
せ　

荒
川
上
流
河
川
事
務
所　

荒
川
緑
肥
事
務
局
☎
０
４
９

－

２
４

６

－

１
０
３
１

　

給
与
の
支
払
い
が
あ
る
事
業
者
の

年
末
調
整
説
明
会

方
に
対
し
、令
和
元
年
度
分
の
給
与

所
得
者
に
係
る
年
末
調
整
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

▼
日
時　

11
月
19
日（
火
）午
前
９
時

～
11
時　

※
年
末
調
整
説
明
会
終
了

後
、消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、そ
ち
ら
も

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
場
所　

東
松
山
市
民
文
化
セ
ン

タ
ー
ホ
ー
ル

▼
問
合
せ　
東
松
山
税
務
署
☎
０
４
９

３

－

２
２

－

０
９
９
０（
自
動
音
声
案

内
に
従
い
、「
２
」を
押
し
て
く
だ
さ
い
。）

各種PR・求人に！広告紙等の有料広告をご利用ください

　町では、自主財源の強化を図るとともに、町内の

商工業者の育成と振興、町人の皆さんへの生活情報

を提供するため、広告を有料で掲載します。

　毎月 6,100 部発行（全戸配布）の広報や、年間 8

万回以上の閲覧がある町ホームページ（トップペー　

ジ）　に、広告やバナーを掲載してみませんか？

■掲載料　【広報紙】10,000 円（サイズ：89 ㎜

× 48 ㎜）または 20,000 円（サイズ：178 ㎜×

48 ㎜）　/ 回　【ホームページ】10,000 円 / 月

※申込の方法などは、町ホームページでご確認いた

だくか、下記問合せ先までご連絡ください。

■問合せ　役場政策財政課☎ 296-1212

ご
活
用
く
だ
さ
い

建
築
物
の
ア
ス
ベ
ス
ト

対
策
に
関
す
る
補
助
制
度

　

県
で
は
、民
間
建
築
物
の
ア
ス
ベ

ス
ト
対
策
と
し
て
、ア
ス
ベ
ス
ト
含

有
の
お
そ
れ
が
あ
る
吹
付
け
材
の
含

有
調
査
及
び
吹
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
の

除
去
等
の
工
事
に
対
す
る
費
用
の
補

助
を
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ　

県
建
築
安
全
課

☎
０
４
８

－

８
３
０

－

５
５
２
５

平成31・32年度鳩山町入札参加資格審査追加申請受付
受付方法：郵送受付のみ　受付期間：11 月 5 日

（火）～ 15 日（金）（消印有効）　※窓口に持参さ
れた場合および受付期間以外は、申請書類の受付
はできません。　申請書類：町ホームページか
らダウンロード　※ご申請の前に必ず、町ホーム
ページに掲載の「手引き」をご確認ください。　分
類：①その他業務　②物品納入　※工事請負およ

び業務委託（設計・調査・測量、土木施設維持管理）
は、「埼玉県電子入札共同システム」による共同受
付となっていますのでご注意ください。　有効期
間：令和２年１月１日～令和３年３月 31 日まで　
問合せ：役場政策財政課 財政管財・公共施設総
合管理担当☎ 296-1211 内線 224　※午前９時～
正午、午後１時～４時まで（平日のみ）
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